
 

資 料 ５ 

青森市放課後児童会負担金徴収条例の制定について 

 

１ 制定理由 

   平成２６年９月に「青森市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例」を制定したことに伴い、別に条例で制定すべき事項が

負担金の徴収に関することのみとなったことから、「青森市放課後児童健全育

成事業の実施に関する条例」を全部改正し、放課後児童健全育成事業を含む、

本市が行う放課後児童会の負担金の徴収に必要な事項を「青森市放課後児童

会負担金徴収条例」として定めるものである。 

 

２ 条例の内容 

（１）趣旨 

   放課後児童会の運営に要する費用の一部に充てるため、地方自治法第 224

条の規定に基づき、放課後児童会に入会している児童の保護者から「放課後

児童会負担金」を徴収することを規定。 

 

（２）定義 

    放課後児童会とは、本市に所在する小学校に就学している児童であって、

その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、適切な遊び及び生活の

場を与え、その健全な育成を図るため、市が実施する事業であることを規定。 

 

（３）負担金の額 

   入会児童 1 人の負担金額は、月額 ３，０００円であることを規定。 

 

（４）負担金の減免 

「生活保護法に規定する要保護者」、「中国残留邦人等及び特定配偶者で支

援給付を受けている者」、「要保護者に準ずる程度に困窮している者で市長が

認めた者」、「市長が特に必要があると認めた者」について、負担金を減額又

は免除することができることを規定。 

 

３ 施行期日 

平成２７年４月 1 日予定 
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青
森
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
実
施
に
関
す
る
条
例

（平
成
十
七
年
青
森
市
条
例
第
百
二
十
六
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。 

 

（趣
旨
） 

第

一
条 

こ
の
条
例
は
、
放
課
後
児
童
会
の
運
営
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
地
方
自
治
法

（昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

二
百
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
放
課
後
児
童
会
に
入
会
し
て
い
る
児
童

（以
下

「入
会
児
童
」
と
い
う
。
）
の
保
護
者

（以
下
単
に

「保

護
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
徴
収
す
る
負
担
金
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て

「放
課
後
児
童
会
」
と
は
、
本
市
に
所
在
す
る
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
で
あ
っ
て
、
そ
の
保
護
者
が
労
働
等

に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
も
の
に
、
授
業
の
終
了
後
に
小
学
校
等
の
施
設
を
利
用
し
て
適
切
な
遊
び
及
び
生
活
の
場
を
与
え
て
、
そ
の
健
全
な

育
成
を
図
る
た
め
、
市
が
実
施
す
る
事
業
を
い
う
。 

 

（負
担
金
の
額
） 



第
三
条 

保
護
者
が
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
負
担
金
の
額
は
、
入
会
児
童

一
人
に
つ
き
月
額
三
千
円
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
が
月
の
途
中
で
放
課
後
児
童
会
に
入
会
し
、
又
は
退
会
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
月
に
お
け
る
放
課
後

児
童
会
に
入
会
し
て
い
る
期
間
が
十
六
日
に
満
た
な
い
と
き
の
負
担
金
の
額
は
、
入
会
児
童

一
人
に
つ
き
月
額
千
五
百
円
と
す
る
。 

 

（負
担
金
の
減
免
） 

第
四
条 

市
長
は
、
保
護
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
負
担
金
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

生
活
保
護
法

（昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
保
護
者 

 

二 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（平

成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第

一
項
の
支
援
給
付

（中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第

一
項
に
規
定
す
る
施
行
前
死
亡
者
の
配
偶
者
に
対

す
る
支
援
給
付
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
）
附
則
第
二
条
第

一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
に
よ
る
改

正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

一
項
の
支
援
給
付
を
含
む
。
）

を
受
け
て
い
る
者 

 

三 

第

一
号
の
要
保
護
者
に
準
ず
る
程
度
に
困
窮
し
て
い
る
者
で
市
長
が
認
め
た
も
の 

 

四 

そ
の
他
市
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
者 

 

（負
担
金
の
還
付
） 

第
五
条 

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
負
担
金
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
入
会
児
童
又
は
保
護
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
と
き
は
、
当
該
負
担
金
の
全
部
又
は

一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（委
任
） 

第
六
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
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附 

則 



 

（施
行
期
日
） 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
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提
案
理
由 

 

放
課
後
児
童
会
の
入
会
児
童
の
保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
負
担
金
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。 


